
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
事
前
調
査
及
び
分
析
調
査
）

（
事
前
調
査
及
び
分
析
調
査
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
解
体
等
対
象
建
築
物
等
が
次
の
各
号
の
い

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
解
体
等
対
象
建
築
物
等
が
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
事
前
調
査
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
事
前
調
査
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

建
築
物
若
し
く
は
工
作
物
の
新
築
工
事
若
し
く
は
船
舶
（
日
本
国
内
で

三

建
築
物
若
し
く
は
工
作
物
の
新
築
工
事
若
し
く
は
船
舶
（
日
本
国
内
で

製
造
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
製
造
工
事
の
着
工
日
又
は
船
舶
が
輸
入

製
造
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
製
造
工
事
の
着
工
日
又
は
船
舶
が
輸
入

さ
れ
た
日
（
第
七
項
第
四
号
に
お
い
て
「
着
工
日
等
」
と
い
う
。
）
が
平

さ
れ
た
日
（
第
五
項
第
四
号
に
お
い
て
「
着
工
日
等
」
と
い
う
。
）
が
平

成
十
八
年
九
月
一
日
以
降
で
あ
る
解
体
等
対
象
建
築
物
等
（
次
号
か
ら
第

成
十
八
年
九
月
一
日
以
降
で
あ
る
解
体
等
対
象
建
築
物
等
（
次
号
か
ら
第

八
号
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

当
該
着
工
日
等
を
設
計
図
書

八
号
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

当
該
着
工
日
等
を
設
計
図
書

等
の
文
書
で
確
認
す
る
方
法

等
の
文
書
で
確
認
す
る
方
法

四
～
八

（
略
）

四
～
八
（
略
）

４　

事
業
者
は
、
事
前
調
査
の
う
ち
、
建
築
物
及
び
船
舶
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

　

前
項
各
号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
適
切
に
当
該
調
査
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要

　

な
知
識
を
有
す
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な

　

ら
な
い
。　

（
新
設
）

４

（
略
）

５
（
略
）

６　

事
業
者
は
、
分
析
調
査
に
つ
い
て
は
、
適
切
に
分
析
調
査
を
実
施
す
る
た

（
新
設
）

め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

も
の
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

事
業
者
は
、
事
前
調
査
又
は
分
析
調
査
（
以
下
「
事
前
調
査
等
」
と
い
う

５

事
業
者
は
、
事
前
調
査
又
は
分
析
調
査
（
以
下
「
事
前
調
査
等
」
と
い
う

。
）
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
事
前
調
査
等
の
結
果
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ

。
）
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
事
前
調
査
等
の
結
果
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ

る
事
項
（
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
号

る
事
項
（
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
号

か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を

か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を

事
前
調
査
を
終
了
し
た
日
（
分
析
調
査
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
解
体

事
前
調
査
を
終
了
し
た
日
（
分
析
調
査
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
解
体
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等
の
作
業
に
係
る
全
て
の
事
前
調
査
を
終
了
し
た
日
又
は
分
析
調
査
を
終
了

等
の
作
業
に
係
る
全
て
の
事
前
調
査
を
終
了
し
た
日
又
は
分
析
調
査
を
終
了

し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
）
（
第
三
号
及
び
次
項
第
一
号
に
お
い
て

し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
）
（
第
三
号
及
び
次
項
第
一
号
に
お
い
て

「
調
査
終
了
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
三
年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

「
調
査
終
了
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
三
年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

第
六
号
の
部
分
に
お
け
る
材
料
ご
と
の
石
綿
等
の
使
用
の
有
無
（
第
五

八

第
六
号
の
部
分
に
お
け
る
材
料
ご
と
の
石
綿
等
の
使
用
の
有
無
（
前
項

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
し

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
し
た

た
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
と

場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
と
判

判
断
し
た
材
料
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
判
断
の
根
拠

断
し
た
材
料
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
判
断
の
根
拠

九　

事
前
調
査
の
う
ち
、
建
築
物
及
び
船
舶
に
係
る
も
の
（
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ

　

る
方
法
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
っ
た
者
（
分
析
調
査
を
行
っ
た
場
合
に
あ

　

っ
て
は
、
当
該
分
析
調
査
を
行
っ
た
者
を
含
む
。
）
氏
名
及
び
第
四
項
の
厚
生
労

　

働
大
臣
が
定
め
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
分
析
調
査
を
行
っ
た
場
合

　

に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書

　

類
を
含
む
。
）
の
写
し

（
新
設
）

十

（
略
）

九

（
略
）

８
・
９

（
略
）

６
・
７

（
略
）

（
作
業
計
画
）

（
作
業
計
画
）

第
四
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
解
体
等
対
象
建
築
物
等
（

第
四
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
解
体
等
対
象
建
築
物
等
（

前
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と

前
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と

み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
の
解
体
等
の
作
業
（
以
下
「
石
綿
使
用
建
築

み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
の
解
体
等
の
作
業
（
以
下
「
石
綿
使
用
建
築

物
等
解
体
等
作
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
と
き
は
、
石
綿
に
よ
る
労
働
者
の

物
等
解
体
等
作
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
と
き
は
、
石
綿
に
よ
る
労
働
者
の

健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、

健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、

当
該
作
業
計
画
に
よ
り
石
綿
使
用
建
築
物
等
解
体
等
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば

当
該
作
業
計
画
に
よ
り
石
綿
使
用
建
築
物
等
解
体
等
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
事
前
調
査
の
結
果
等
の
報
告
）

（
事
前
調
査
の
結
果
等
の
報
告
）

第
四
条
の
二

（
略
）

第
四
条
の
二

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
（
第
三
条
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第

も
の
（
第
三
条
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
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一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

第
三
条
第
七
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
労
働
保

一

第
三
条
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
労
働
保

険
番
号

険
番
号

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

五

第
三
条
第
七
項
第
五
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要

五

第
三
条
第
五
項
第
五
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）


